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令和３年11月長泉町教育委員会定例会（概要報告） 
１ 日時 

   令和３年11月17日(水) 午後１時25分～午後２時50分 

 

２ 場所 

   長泉町役場 ３階 第１・２委員会室 

 

３ 出席者  教育長             石井 宣明    

教育委員 教育長職務代理者   南條  潤 

委 員        髙橋奈緒美 

委 員        渡邉由紀子 

委 員        増島  清 

事務局  教育部長       目黒 健一 

教育推進課長     日比 崇二 

教育推進課専門監   江本 光德 

教育推進課指導主事  龍光  剛 

 

４ 内容 

(1) 議第19号 長泉町育英資金給付基金条例事務取扱要領の制定について 

■主な質疑内容 

問：２校あるので５人ずつではなく、３人と７人、４人と６人となるかもしれないという 

  解釈でよいのか。 

   答：その解釈でよい。 

   問：給付の対象者が町外に転出等、対象から外れた場合はどうやって調べるのか。 

   答：年３回の給付の際に毎回確認している。 

   問：基金条例は中学３年生あるいは保護者に宣伝しているのか。 

   答：学校の進路資料の中に奨学金の一覧などを載せ、申し出た保護者に詳しく説明をして

いる。 

  ■審議結果：承認 

 

(2) 議第20号 令和３年第４回長泉町議会定例会補正予算（案）の提出 

■主な質疑内容 

  問：修学旅行キャンセル料等補助金について、長中に対して北中が1.5倍となっている。 

    この差は何なのか。 

  答：宿泊先の変更による企画料がかかっている。１回分の企画料は北中の方が安いが、 

長中は変更が１回、北中は２回となっているため、北中の方が高い状況になっている。 

   問：修学旅行は今年の３年生もないのか。 

   答：なし。代替案はあり、泊なしの日帰りで、遠足のような形で計画を立てている。 

  問：代表生徒派遣事業補助金では、中体連、駅伝合わせて60万ということだが、内訳は。 

  答：元々170万で予算を組んでいたが、不足となり60万追加となった。主に駅伝に対しての 
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    追加の補正となる。 

  問：保育所運営費では、町外の私立園にも補助していくということか。 

  答：町内の子が町外の保育園に通うケースもあるため、そのような保育園に対して補正を 

行っていく。 

  問：社会教育管理事業費の事業で中止になったものが多いが、団体の中で活動をやめたとこ

ろはないか。 

  答：どこの団体も何とかやっている。できるだけ繋がっていってくれるとありがたい。 

  問：「さくら第２児童会」はどこに作っているのか。 

  答：長小の運動場に作っているプレハブ校舎の１教室に入る予定である。 

 ■審議結果：承認 

  

(3) 協第８号 長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 ■主な質疑内容 

  特になし 

 ■審議結果：協議済 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

詳細については、長泉町教育委員会教育推進課で閲覧することができます。 

 問い合わせ先：長泉町教育委員会 教育推進課 

         TEL:055-989-5529 

                  FAX:055-989-5993 


